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No. 
社報タイトル「不屈」は社内で

掲げる２０２２年の標語です。 

● ６月１０日 

１. ５月分源泉所得税･住民税の特別徴収税額･納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収 

税額（前年１２月～当年５月分）の納付 

● ６月１５日 

２. 所得税の予定納税額の通知 

● ６月３０日 

３. ４月決算法人の確定申告〈法人税･地方法人税･消費税及び地方消費税･法人事業税･(法人 

事業所税)･法人住民税〉 

  ４. １月,４月,７月,１０月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税及び地方 

消費税〉 

５. 法人･個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税及び地方消費税〉 

６. １０月決算法人の中間申告〈法人税･地方法人税･消費税及び地方消費税･法人事業税･法人 

住民税〉(半期分) 

７. 消費税の年税額が４００万円超の１月,７月,１０月決算法人の３月ごとの中間申告〈消費税 

及び地方消費税〉 

  ８．消費税の年税額が４,８００万円超の３月,４月決算法人を除く法人･個人事業者の１月 

ごとの中間申告(２月決算法人は２か月分)〈消費税及び地方消費税〉 

 

 ● ６月,８月,１０月及び１月中(均等割のみを課する場合にあっては６月中)において市町村の 

条例で定める日 

  ９．個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第１期分) 

 

                                          ※デスクマット等に挟んでご利用ください。 



 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

令和 4年税制改正（賃上げ促進税制） 

 

賃上げ促進税制とは、令和 4 年 4 月 1 日から施行される賃上げに取り組む企業や個人事業主を

支援する政府の施策です。 

 

雇用者全体の給与等支給額の増加額について税額が控除されます。適用企業は青色申告をする 

全企業で、大企業は雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30％、中小企業の場合は最大 40％

を税額控除されます。（税額控除の限度額は、法人税額又は所得税額の 20％です。） 

 

中小企業の必須要件は下記の通りです。 

～必須要件～ 

・雇用者全体の給与等支給額が前年度比で2.5％以上増加 ⇒ 30％税額控除 

または 

・雇用者全体の給与等支給額が前年度比で 1.5％以上増加 ⇒ 15％税額控除 

 

・さらに、教育訓練費が前年度比で 10％以上増加した場合には追加で 10％税額控除となり、 

最大 40％の税額控除となります。 

 

なお、この制度の適用期間は、令和 4年 4月1日から令和6年 3月 31日までの間に開始する 

各事業年度です。 

令和 4 年度 入社式 

4 月 1 日（金）に令和 4 年度入社式が行わ

れました。 

本年度入社いたしましたのは、 

村上雪乃、馬場彩未の２名です。 

所長訓示、在職者の歓迎の言葉、今後の抱

負を述べました。 

培った経験を生かして顧問先の皆様のお役に

立てる様、精進いたします。どうぞよろしく

お願い致します。 

 

システムサポート課として内勤業務を担い、

経験を積んだ後、監査課に異動になります。 


